
美浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱からの復帰 

 
２０２４年１０月１７日 
関西電力株式会社 

 
 美浜発電所３号機（定格熱出力一定運転中）において、２０２４年１０

月５日１９時頃、現場点検中の運転員が、１次系冷却水クーラ※１の海水系

統戻り母管※２３系統（Ａ、Ｂ、Ｃ）のうち、Ｃ系統母管の一部に塩の析出

があることを確認しました。 
このため、当該箇所の肉厚測定の結果、微小な穴があり、その周辺に

減肉を確認したため１次系冷却水クーラを使用しないこととしたことか

ら、２０２４年１０月１０日１１時００分に保安規定の運転上の制限※３

を満足していない状態にあると判断しました。 
 
※１：１次系のポンプやモーター等で発生した熱を除去するための冷却水を海水により

冷却する機器 
※２：１次系冷却水クーラ出口から海水を海へ放出する配管 
※３：運転上の制限とは、安全機能を確保するために必要な機器（ポンプ等）の台数や、

原子炉の状態毎に遵守すべき温度や圧力の制限を定めているもの。一時的にこれ
を満足しない状態が発生すると、運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定めら
れた時間内に措置を行うことが必要。 

 
（２０２４年１０月１０日お知らせ済み） 

 
２０２４年１０月１５日１９時２０分に原子炉を停止し、１０月１６日

２３時４５分に冷温停止状態※４としたことから、保安規定の適用外とな

り、運転上の制限の逸脱から復帰しました。 
 
※４：原子炉が１次冷却材平均温度９３℃以下の状態 
 

以 上 
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